
 

神奈川県における開発許可事務の流れ概要図 
〈都市計画法第 29 条第１項、第２項 市街化区域・非線引き都市計画区域・都市計画区域外の開発行為〉 

 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 都市計画法第 34 条の２に基づく協議についても、上記に準じて行う。 

※ 

開発工事完了届 

中間検査 

【法第32条】による

公共施設の管理者の

同意・協議 

事 前 相 談 

開発審査会への 

審 査 請 求 

開発登録簿 調製 

許 可 申 請 

不 許 可 

許   可 

開発工事着手届 

変更許可申請 

審   査 

許   可 不 許 可 

開発審査会への 

審 査 請 求 
完了検査 不 適 合 

適   合 開発登録簿 附記 

検査済証交付 

完 了 公 告 

建築工事着手 

【県要項第３条】

【法第 29条】

【法第 33 条】 【法第 35 条】 

【法第 50 条】 

【法第 46 条,第 47 条】

【法第 35 条の２】

【法第 33 条】 

【法第 35 条】 【法第 35 条】

【法第 50 条】

【法第 46 条,第 47 条】 

【法第 36 条】 

【法第 36 条】

【法第 36 条】

【県細則第９条】

【法第 35条】 

審   査 

止むを得ず建築工事と並

行するもの【法第 37 条】 

建築制限解除 

承 認 申 請 

審 査 

承 認 

建築工事着手 

一定規模以上について【土地利用調整条例】に基づく協議 

（非線引き都市計画区域、都市計画区域外） 

一定規模以上について【土壌汚染対策法】に基づく協議 

一定規模以上について【環境影響評価条例】に基づく協議 

一定規模以上について【地球温暖化対策推進条例】に基づく協議 

一定規模以上について交通処理に係る管轄警察署との協議



 

 

〈都市計画法第 29 条第１項 市街化調整区域の開発行為、第 43 条第１項 市街化調整区域の建築行為〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画法第 34 条の２及び第 43 条第２項に基づく協議についても、上記に準じて行う。 

 

【法第 35 条】 

事 前 相 談 

開発行為のないもの 開発行為のあるもの 

建築許可申請 開発許可申請 

審   査 審   査 開発審査会の議 

許   可 

不 許 可 

許   可 
開発審査会への 

審 査 請 求 

建築工事着手 

左ページ※以下

と同様の手続 

【県要項第３条】

【法第 29条】 

【法第 33 条、34 条】

【法第 35 条】 
【法第 50 条】 

【法第 35 条】 

【令第 36 条】 【法第 34 条第 14 号，令第 36 条第１項第３号ホ】

【法第 43条】 

【法第32条】による

公共施設の管理者の

同意・協議 

一定規模以上について【土地利用調整条例】に基づく協議 

一定規模以上について【土壌汚染対策法】に基づく協議 

一定規模以上について【環境影響評価条例】に基づく協議 

一定規模以上について【地球温暖化対策推進条例】に基づく協議 

一定規模以上について交通処理に係る管轄警察署との協議


